
 
神戸町では、神戸町商工会との連携により、新規学卒者又は転職者を正規雇用従業員として雇用

を行った対象事業所に対して、「神戸町雇用拡大事業奨励金」を交付します。 

 

対象となる事業所 
 

（１）町内に住所を有しており中小企業基本法に規定する中小企業者（個人事業主を含む） 

（２）交付対象となる従業員を雇用していること 

（３）町税等を滞納していないこと 

（４）雇用保険及び社会保険（法人の場合）に加入させ、正規の従業員として雇用していること 

（５）新規学卒者が卒業した年の６月末日までに、正規雇用従業員として雇用していること 

（６）事業主又は役員が暴力団員でないこと 

（７）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による届出が必要な業種でないこと 

 

対象となる従業員 
 

（１）正規雇用従業員として 12 か月以上継続して雇用されていること 

（２）期間の定めのない正規の従業員として雇用され、１週間の所定労働時間が３０時間以上で 

ある雇用契約を締結し、雇用保険、社会保険（法人の場合）の被保険者となる者 

（３）町の住民基本台帳へ記載があること（町外の者を正規雇用従業員とした場合は、その日から 

3 か月以内に記載があること） 

（４）新規学卒者 学校教育法に規定する学校を雇用される年の３月に卒業し、その年の６月末日 

までに雇用されて、町内に住所を有している者 

（５）転職者 求職活動を行っている町内在住者や町外から神戸町へ定住する者 

（６）町税等を滞納していないこと 

（７）過去に奨励金交付の対象に至った者でないこと 

（８）外国人技能実習生でないこと 

 

奨励金の額 
 

（１）対象従業員を雇用した事業所に１人あたり新規学卒者 20 万円、転職者 10 万円 

（２）１事業所１年度あたり 100 万円を上限 

 

認定の申請 
 

・神戸町雇用拡大事業奨励金交付対象事業所認定申請書（様式第 1 号） 

注）対象従業員（新規学卒者）の正規雇用した日（基準日）から 3 か月以内に提出 

【添付書類】 

（１）誓約書（様式第２号） 

（２）対象従業員一覧表（様式第３号） 

（３）その他町長が必要と認める書類 

 

平成２９年４月受付開始!! 

神戸町雇用拡大事業奨励金制度のご案内 



事業所の認定 
 

奨励金の交付対象事業所であると認めたときは、 

・神戸町雇用拡大事業奨励金交付対象事業所認定通知書（様式第４号）により事業主に通知 

奨励金の交付対象事業所でないと認めたときは、 

・神戸町雇用拡大事業奨励金交付対象事業所不認定通知書（様式第５号）により事業主に通知 

 

申請の取下げ 
 

申請を取り下げようとするときは、 

・神戸町雇用拡大事業奨励金認定申請取下書（様式第６号）を町長に提出 

 

交付の申請 
 

・神戸町雇用拡大事業奨励金交付申請書（様式第 7 号） 

注）対象従業員の基準日から 12 か月後に提出  

【添付書類】 

（１）対象従業員一覧表（様式第３号） 

（２）卒業校及び卒業日を証明する書類の写し（新規学卒者の場合） 

（３）対象従業員の正規雇用従業員として雇用したことを証する書類（雇用契約書等）の写し 

（４）対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

（５）対象従業員の住民票（抄本）の写し（基準日から 12 か月後に発行のもの） 

（６）公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳の写し（基準日から 12 か月後に発行） 

（７）事業所の町税納税証明書（個人経営の場合は、事業主個人の納税証明書） 

（８）その他町長が必要と認める書類 

 

交付の決定 
 

適正であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、 

・神戸町雇用拡大事業奨励金交付決定通知書（様式第８号）により事業主に通知 

適正でないと認めたときは、 

・神戸町雇用拡大事業奨励金不交付決定通知書（様式第９号）により事業主に通知 

 

奨励金の請求 
 

・神戸町雇用拡大事業奨励金交付請求書（様式第 10 号） 

 

奨励金の返還 
 

返還に該当する事由が生じたときは、 

・神戸町雇用拡大事業奨励金交付決定取消（返還）通知書（様式第 11 号）により事業主に通知 

 

実施期間 
 

平成 29 年４月１日から平成 32 年３月 31 日まで 
 

 

■お問い合わせ   神戸町役場 産業建設課 産業振興係 0584-27-3111 

■申請・受付窓口  神戸町商工会 0584-27-4185 


